
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

高度成長期に合わせてつくられた都市計画の制度体系を，現代

に合わせて見直そうという動きがある1)2)。一方，緑地に係る分野

では，都市緑地法に基づき平成６年に制度化された「緑地の保全

及び緑化の推進に関する基本計画」（以下，緑の基本計画）が，各

自治体で改訂時期を迎えている。このような中，本論では，緑の

基本計画に着目し，①現在の緑に関する制度の状況を踏まえ，改

訂時期にある緑の基本計画の改訂の方向性を示唆すること，②今

後都市計画の制度体系を再構築することを見据えて，緑の基本計

画と都道府県との関係，他制度との関係について新たな方向性を

提示すること，を目的とする。緑の基本計画に着目した理由は，

①策定主体が区市町村であり，全国的に浸透してきていること3)，

②関連制度が都市計画・景観・自然保護など多岐にわたること，

③土地利用誘導・都市施設整備など具体的な空間コントロール手

段を活用できること，という特徴を持つためである。 

研究方法は，計画策定比率が高く，多くの制度が講じられてき

た東京都を例に目的に対し以下のように進めた。まず，緑の基本

計画の改訂の方向性を示すため，①現在の緑の制度の適用状況と

傾向を把握する（第２章）。②計画の策定主体である区市町村の制

度について実効性に関し特徴を分類・考察する（第３章）。③①②

で把握された制度の効果に関し，現在の計画指標が適切であるか

検討する（第４章）。次に，緑の基本計画と都道府県との関係・他

制度との関係について方向性を見出すため，④新しい事例から，

計画と都道府県の関係について考察する（第５章）。以上を踏まえ，

⑤他制度との関係について新たな方向性を提示する（第６章）。 

緑の基本計画に関しては，制度創設期の意義について石川ら 4)

が課題を整理したもの，最近の事例を基に多様化した緑の基本計

画について考察したもの 5)がある。市町村を主体とした制度の実

効性に関する研究としては，各自治体の策定する「まちづくり条

例」を中心に内海・小林 6)～8)，秋田 9)らの研究の蓄積がある。国

レベルの緑の計画制度の実効性に関する分類については，平田10),

舟引11) が行っている。都道府県・市町村の制度も含めた緑に関す

る制度をその傾向に基づいて分類・整理し，都道府県との関係も

含めて緑の基本計画について考察したものは少なく，実態に基づ

いて，現在の改訂の方向性と将来的な緑の基本計画の活用を考察

することに本論の意義が見出せる。 

 

２．緑の基本計画で扱う制度の適用状況～東京都を例に～ 

 緑の基本計画が創設されてからの現状を把握するため，緑地の

分類12) に基づき，行政一次資料13)～18)を用いて東京都で適用され

ている主要な制度と，制度創設翌年の平成７年度から平成22，23

年度までの把握可能な各制度の適用状況を整理した（表－１）。 

 平成7年度以降，営造物制度では，都市公園は原則として10ha

以上は都，未満は区市町村が設置するが，区市町村の所管する指

定面積で伸び率が高くなっている（143.5％）。公開空地や屋上緑

化など民有地で創出される緑地も131ha増加している。都市公園

事業以外の区市町村条例による公園の伸び率も高い（165.0％）。

これらは主に土地区画整理法・都市再開発法などに基づく整備で

ある。地域制緑地制度では，生産緑地地区の減少が著しい（561ha

減）。都や国が運用する法に基づく制度（風致地区，近郊緑地保全

区域など）は，多くが２以上の区市町村にまたがる広域の指定で

あるが，面積増加がほとんどない。都条例に基づく緑地保全地域

制度は指定面積（194ha 増加），伸び率（134.9％）共に大幅に増

加している。平成７年以降は主に区市町村が所管する比較的小規

模な緑地，民有地の開発による公開空地などの緑地，条例に基づ

く緑地を中心に，緑地が増加していることが推察される。 

 

３．実効性に関する区市町村制度の分類と特徴 

 次に表－１の分類のうち，区市町村の所管する制度を取り上げ，

実効性の観点から分類し，その傾向について考察した。対象とし

たのは，東京都と区市町合同で平成22年5月に策定した「緑確保

の総合的な方針」19)に記載されている制度（制度数 130，根拠条
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例65，要綱31，自治体数51：区23，市町28，平成21年12月1

日現在）である20)。 

（１）制度の実効性に関する分類方法 

 まず，対象とする制度の実効性について分類するに当たり，空

間管理に関する制度の実効性の分類方法を既往研究から整理した。

内海 7）21)は，都市マスタープラン(以下 MP）を例に，実効性を地

区計画や建築協定，事業，開発許可等の「法定実行手段」と，市

町村独自の条例等に基づく「規制誘導規定」等により，目標像を

実現していくこととし，法的強制力による「法規範的実効性」と

行政指導などの相手方の任意の協力による「事実的実効性」に分

類した。大橋22）は，都市空間制御の行政手法を①許可・届出制の

ほか，過料，違反命令などの規制的手法，②補助金，税の減免，

法定外目的税などの経済的手法，③契約・協定などの合意形成手

法，に分類した。平田10)は，緑を確保する計画の実現手段として，

①規制，②事業，③誘導，④普及啓発・基本方針の提示の４つに

分けている。舟引 11)は，施策の実効性を内部効と外部効にわけ，

計画自体を包括的計画（外部効・内部効を持つ），外部効を持つ計

画，内部効を持つ計画の３つに分けている。 

（２）実効性の観点からみた区市町制度 

 既往文献10)を参考に，まず対象とする各制度を土地利用との関

係から，次の４つに分類した。①緑地施設整備に関わる事業（公

園事業，市街地再開発事業，土地区画整理事業など），②他の土地

利用も含めて緑地を保全・誘導する制度（景観計画区域，，緑地保

全地域など），③緑の土地利用（樹林地・草地など）を保全する制

度（保存樹林，保存緑地など），④開発の際に緑地の保全・創出を

する制度（開発許可，緑化計画書など）。このうち，①の緑地施設

整備に関わる事業については，多くが法令に基づく制度であり対

象となる区市町独自の制度が見られないため除外した。 

 次に，対象となる条例・要綱を種類によって分類した（表－２）。

全体で８割強の自治体，（51自治体のうち44）で緑・自然保護に

関する条例がある。市町

では，まちづくりに関す

る条例（28 市町のうち

11）や開発指導要綱によ

る運用（28 市町のうち

16）も多い。 

さらに，既往研究の分

類を参考に各制度で用い

られている行政手法を実

効性の観点から以下のように分類した。１）規制的手法：

①許可，②届出，③事前協議，④契約・協定，２）イン

センティブ手法：①買取，②税の減免，③税相当額の補

助（相当額の一部も含む），④補助金（③も含む），⑤労

力の提供（自治体やボランティアによる管理支援等）。こ

の他に法定外目的税（横浜市のみどり税等）や，緑化に

よる容積率上乗せなどのインセンティブ手法があるが，

今回対象とした制度に該当がなかったため分類から除い

た。130 の制度に対し，使われている行政手法を重複も

含めて確認し，1)他の土地利用も含めて緑地を保全・誘

導する制度（区域指定緑地），2)緑の土地利用を保全する

制度（保存樹林），3)開発の際に緑地の保全・創出をする

制度（緑化計画書・開発指導）にわけて区，市町別に集

計した。 

 結果を表－３に示す。最も多く用いられている行政手

法は，区域を指定した緑地と保存樹林に対する補助金

（43.8％）であり，うち30％が固定資産税・都市計画税

の相当額もしくは一部負担をしている。ついで届出制

(30.0％)であり，区域指定をする緑地制度，緑化計画書

制度共に適用割合が高い。区域指定緑地制度では，30.3％

が届出制，48.5％が契約・協定によるものであり，地権者に負担

の少ない行政手法が主となっている。このうち３分の１が買取の

規程も持っている。区ではすべての自治体で緑化計画書制度があ

り，届出又は事前協議により，開発の際の緑地の保全・創出を行

っている。市町では，緑化計画書制度がある自治体数は５と少な

く，開発指導要綱など開発行政の中で緑化指導を行っている自治

体は多い（28市町のうち26）ことがわかる。区市町主体の緑に関

する制度は，届出，契約・協定，補助金など地権者・申請者に負

担の少ない制度になっているが，一方で行政側の財政負担が大き

い。また，届出や事前協議の制度は，事業制度や許可制度と比べ

強制力が弱いという問題点がある。 

４．緑の基本計画の施策効果と目標・指標 

 東京都における緑の基本計画の策定・改訂状況を整理した（表

－４）。計画策定は，法定制度が出来る以前に独自の計画を策定し

た時期（S62～H3），法に基づき計画策定した時期（H7 ～H17），改

訂時期（H18～現在）にわけられる。初期策定の目標期間が終了し，

平成16年の都市緑地法改正を踏まえて現在，H11年前後に策定さ

れた多くの自治体において改訂が進められていることがわかる。 

前章で整理した制度の傾向が，これらの緑の基本計画において

どのように把握されているかを，計画目標としている指標を基に

考察した。区部において策定された最新の計画（23区のうち未策

定の１区を除く22区）を入手し，計画の達成すべき数値目標を整

理した（表－５）。数値目標を持たない江戸川区を除くすべての区

表－１ 緑地の分類と東京都の制度の適用状況
東京都・区市町村の事例

施設名・区域名など（根拠法・条例） H７ H22・23 増加 変化率％
都市公園（都市公園法・都市計画法） 3,995 5,585 1,590 139.8
　うち区市町村立公園 2,428 3,483 1,055 143.5
地区施設（都市計画法）

一団地の住宅施設の公園緑地（都市計画法）

海上公園（海上公園条例） 726 787 61 108.4
区市町村条例による公園（区市町村条例） 261 274 13 105.0
公団・公社の設置する公園 107 102 ▲ 5 95.3
公開している教育施設

公共団体が設置している運動場　

道路環境施設帯および街路樹　　 392,107 602,100 209,993 153.6 街路樹本数（本）

公共公益施設の植栽地　等

都市開発諸制度※による公開空地（総合設計制度等） 102 188 86 184.3 総合設計のみ

地区施設（都市計画法）

寺社境内地

民間の屋上緑化空間、運動場　等 4 135 131 3,375.0 屋上緑化届出面積

特別緑地保全地区（都市緑地法） 257 260 3 101.3
風致地区（都市計画法・風致地区条例） 3,570 3,572 2 100.1
生産緑地地区（生産緑地法） 4,039 3,478 ▲ 561 86.1
近郊緑地保全区域（首都圏近郊緑地保全法） 1,477 1,477 0 100.0
景観計画区域、景観地区（景観法・景観条例） 0 19 19 - 景観地区面積　

景観基本軸、景観形成特別地区（景観法・景観条例）

国立公園・国定公園（自然公園法） 69,666 69,666 0 100.0
農業振興地域・農用地区域（農業振興地域整備法）

河川区域（河川法）

保安林区域（森林法）

地域森林計画対象民有林（森林法）

保存樹・保存樹林（樹木保存法）

史跡・名勝・天然記念物（文化財保護法）

緑地協定（都市緑地法）

景観協定（景観法）

都立自然公園（自然公園条例） 9,686 9,686 0 100.0
緑地保全地域（自然保護条例） 557 751 194 134.9
緑のフィンガープラン対象地区（自然保護条例）

区市町村条例による区域　等　（区市町村条例）　　　　　　

都市公園

適用状況　　　　(ha)
備　　考

※再開発等促進区を定める地区計画、特定街区、高度利用地区、総合設計

条
例
に
よ

る
も
の

分　　類

施
設
緑
地

地
域
制
緑
地
等

緑
地

公
共

民
間

都
市
公
園
以
外

法
に
よ
る
地
域

協定

表－３ 緑関連条例の制度の特徴による分類 

税相当額の

補助

　制度数合計 130 6(4.6) 39(30.0) 29(22.3) 22(16.9) 11(8.5) 12(9.2) 17(13.1) 57(43.8) 18(13.8)

区 54 2(3.7) 23(42.6) 4(7.4) 5(9.3) 3(5.6) 2(3.7) 4(7.4) 22(40.7) 9(16.7)

市町 76 4(5.3) 16(21.1) 25(32.9) 17(22.4) 8(10.5) 10(13.2) 13(17.1) 35(46.1) 9(11.8)

区域指定緑地 33 6(18.2) 10(30.3) 3(9.1) 16(48.5) 11(33.3) 10(30.3) 9(27.3) 19(57.6) 14(42.4)

区 10 2 2 1 5 3 2 2 4 5

市町 23 4 8 2 11 8 8 7 15 9

保存樹林 43 2(4.7) 8(18.6) 38(88.4) 4(9.3)

区 21 0 2 18 4

市町 22 2 6 20 0

緑化計画書 28 26(92.9) 3(10.7)

区 23 21 3

市町 5 5 0

開発指導 26 3(11.5) 23(88.5) 6(23.1)

区 0 0 0 0

市町 26 3 23 6

※補助金には税相当額の補助を含む  

（）は制度に占める割合（％）  

規制的手法を主とし、開発の際に緑地の保全・創出をする制度

税の減免 補助金※
労力の提
供

規制的手法を主とし、他の土地利用も含めて保全する制度

インセンティブ手法を主とし、緑の土地利用を保全する制度

制度数

規制的手法 インセンティブ手法

許可 届出 事前協議 契約・協定 買取

制度 緑・自然保護 緑化 まちづくり 開発 合計

条例 44 4 12 5 65
区 18 1 1 1 21

市町 26 3 11 4 44
要綱 6 4 3 18 31

区 4 3 2 2 11
市町 2 1 1 16 20

合計 50 8 15 23 96
区 22 4 3 3 32

市町 28 4 12 20 64

表－２ 緑関連条例の分類 
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において，「緑被率」または「みどり率」，

それに類する数値目標が設定されてい

る。これらは公有地・民有地も含む緑

被・水面などの総面積に対する面積比

率であり，実態調査や航空写真データ

により測定される。「確保する緑地の面

積・割合」を設定している自治体は６

区，これは地域制緑地施策の区域面積

や公園面積を計上するもので，実質緑

地が失われていても施策を講じた面積

が増えれば成果となる。「都市公園面

積」，「住区基幹公園面積」など公園整

備面積に関する指標は行政が整備を実

施すれば必ず数値の増加につながる指

標である。「一人当たりの公園面積」は，

10区で活用されているが，人口が減少

に転じれば施策自体の効果が見えにく

くなる。民有地に関する指標は６区と

少なく，助成の有無や保存樹木の本数

などのアウトプット指標と，大径木数

や屋上緑化面積などアウトカム指標が

ある。住民満足度は平成19年度以降，７区と最近では多く用いら

れている指標である。これもアウトカム指標であり，各施策との

相関関係を導き出すのは難しい。 

各自治体で用いられている指標の特色やメリット・デメリット

を整理した（表－６）。９割以上の自治体が緑の基本計画の数値目

標としている緑被率・みどり率の高低は，緑被の存在を把握でき

るが，制度の分類は判別できない23)。そのため，現在多くの自治

体で用いられている緑被率などの指標は，どの制度により施策効

果があがったのか，なかったかが見えにくい。対応策として，土

地所有別・土地利用別に緑被率の内訳の目標を提示している台東

区，荒川区などがある。また，世田谷区のように農地の目標減少

率（マイナス値）を明示することは他ではなされていない。 

住民満足度のようなアウトカム指標は，それだけでは個別の制

度について効果を検証し，フィードバックさせることは難しい。

また，緑の質の維持・向上を評価する指標はほとんど用いられて

いない。前章の分析で多く見られた，開発に対する緑化制度の充

実，協定や届出による緑地保全制度に関しては，現在の緑の基本

計画の指標では充分効果が把握できていないと考えられる。 

 

５．都道府県と緑の基本計画の関係 

 次に緑の基本計画と都道府県の新たな関係について，最近の区

市町村の制度を活かした東京都の事例を基に考察する。 

（１）農の風景育成地区制度 18) 

都市計画法では現在，市街化区域内農地は都市の土地利用とし

ての位置づけがない。しかし，市街地においても農地の重要性が

見直され，都内の区市町では都市農地を保全するため協議会を設

立した 24)。このような中，都が平成23 年 7月に策定した「農の

風景育成地区」制度は農地を保全するまちづくりをする地域に対

し，区域を定めて区市町が「育成計画」を作成，緑の基本計画等

への位置付けがあるか，地区面積の10％以上の農地があるか等の

要件を満たせば都が認定する。地区内では，区市町主体で各種制

度の運用をする。都は，散在する農地を一つの都市計画公園と認

め公園事業で買取ることができる仕組みや，屋敷林を特別緑地保

全地区に指定，区市町が買取る際に都の補助金の一部充当される

等，助言も含めた多様な支援を行うものである。都と区市町の関

係を整理した制度の概念図を図－１に示す。地域の将来像を描き，

制度を運用する主体は区市町であるが，都が制度の活用や財政の

支援を行い，実効性を高める仕組みとなっている25)。  

（２）既存の緑を守る方針（緑確保の総合的な方針） 19)26)27) 

本方針は，平成22年５月，都と区市町が合同で策定した。各

区市町の緑の基本計画の将来目標像をすべて収集，広域的に連

続する水と緑の資源を抽出した系統分類図をGISを用いて作成

した。都がデータを整備することで，予算の少ない自治体でも

図化が可能となった。都と各区市町は，事業主体として今後10

年に確保を予定している場所・面積を明示し，都は特別緑地保

全地区の区市町の買取に対する補助制度を創設した。役割分担

を示した制度の概念図を図－２に示す。都は，広域的な制度運

用の主体と区市町の技術的・財政的支援の二つの役割を担って

いる。制度創設後約一年が経過した現在，改訂された２区４市

１町の緑の基本計画に本方針が記載され，都は２市の新規指定

した特別緑地保全地区の買取に対する補助を行っている。 

 

６．まとめ 

以上，現在の緑の制度の適用状況（第２章），多用されている

制度の実効性から見た特徴の把握（第３章），計画指標の妥当性

の検討（第４章），新たな都と区市町村の事例分析（第５章）よ

り，明らかになった点と考察を述べる。 

（１）緑の基本計画の改訂の方向性 

（ⅰ）計画と実効性ある手段を結びつける仕組み 

 現在緑関連で多用されている制度は，都市計画では10ha未満

の小規模なもの，条例・要綱では地権者には受け入れやすいが

実効性の弱いものが多く，区市町村が主体で運用する制度が多

いことがわかった。しかし緑の基本計画は，施設整備（公園緑

地），用途地域（緑化地域），地域地区（特別緑地保全地区等）

の都市計画を活用することができる。計画の改訂にあたっては，

区市町村が主体的に運用する個別の制度だけでなく，このよう

な実効性ある都市計画制度を組み合わせ，活用する必要がある。 

表－５ 東京23区の緑の基本計画における目標指標
環境

緑被率、
みどり率、

緑視率など

確保する
緑地の面

積・割合

公園面
積・割合

一人当た
りの公園

面積

屋上緑
化・接道

緑化

大径木・
保存樹木

生物種数
など

満足度 住民参加
数など

H 10 千代田区 ○ ○ ○
H 11 文京区 ○ ○ ○

台東区
○ ○ ○ ○

公開空地面積、公共公益
施設の緑被率等

江戸川区 数値目標なし
H 16 渋谷区 ○ ○ ○ ○ ○ 区立公園新設・改良数
H 18 目黒区 ○ ○ ○ ○

江東区 ○ ○ ○
足立区 ○ ○ 　 ○ ○
世田谷区 ○ ○ 農地の減少抑制
葛飾区 ○ ○ ○
中央区 ○
新宿区 ○ ○ ○ ○
中野区 ○ ○
荒川区 ○ ○ 公有・民有地別の緑被率
練馬区 ○ ○
杉並区 ○ ○ ○
北区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 建物緑化助成件数
港区 ○ ○ ○
墨田区 ○ ○
大田区 ○ ○ ○ ○ ○
豊島区 ○ ○ 街路樹本数
板橋区 ○ ○ ○ ○

は改訂した自治体

公園・公共施設
の整備

民有地の緑化・
緑地保全

住民満足度・参加

その他

H 14

H 19

H 20

策定・
改訂年

自治体名

公有地・民有地
の緑地量

H 21

H 22

H 23

分類 主な指標
アウト
プット

アウト
カム

メリット デメリット

緑被率・みどり率 ○
データ取得方法がほぼ確立。分
かりやすく他地域と比較可能。

計測にコストがかかる。施策の実施が成果に直接
つながらない。

緑地面積・割合 ○
計測しやすく、施策の実施が反
映される

施策区域内の緑被が減少しても数値に反映されな
い。

公園面積・割合 ○
計測しやすく、分かりやすい。
施策の実施が直接反映される。

公園以外の多様な形態の緑地や、公園制度以外で
創出される緑地が計測されない。

一人当たりの公園面積 ○
計測しやすく、実感として分か
りやすい。

人口減少期には施策効果よりも人口減少による効
果の方が大きくなる。多様な形態の緑地が計測さ
れない。

屋上緑化・接道緑化 ○
民有地の緑地の中では計測しや
すい。

計測方法が確立していない。実感として分かりづ
らい。施策の実施が成果に直接つながらない。

大径木・保存樹木 ○
民有地の緑地の中では計測しや
すい。

施策の効果を上げることが難しい。

環境 生物種数など ○ 実感として分かりやすい
施策と指標の相関関係が明確でないため、施策の
効果を上げることが難しい。

満足度 ○ 住民の実感として分かりやすい
施策と指標の相関関係が明確でないため、施策の
効果を上げることが難しい。

活動参加人数など ○
計測しやすく、施策の実施が直
接反映される

施策全体の一部の側面のみであり、メインの指標
とはなりえない。

公有地・民有
地の緑地量

公園・公共施
設の整備

民有地の緑
化・緑地保全

住民満足度・
参加

表－６ 主な指標の特徴 

S 62 北区
H 2 荒川区 武蔵村山市
H 3 稲城市
H 7 羽村市
H 8 墨田区
H 9 武蔵野市 武蔵村山市
H 10 足立区 清瀬市 千代田区

板橋区 練馬区 新宿区
清瀬市 東久留米市 昭島市

H 11 港区 中央区 文京区
杉並区 世田谷区 立川市
八王子市 東村山市 多摩市
葛飾区 狛江市 小金井市
福生市 瑞穂町 日の出町
目黒区 町田市 東大和市
大田区 調布市 府中市
青梅市 稲城市

H 12 小平市 あきる野市 北区
H 13 豊島区 中野区 国分寺市

日野市
H 14 台東区 江戸川区 港区
H 15 国立市 小金井市 羽村市
H 16 渋谷区 西東京市
H 17 三鷹市
H 18 目黒区
H 19 足立区 江東区
H 20 葛飾区 世田谷区 武蔵野市
H 21 練馬区 新宿区 中央区

中野区 荒川区 青梅市
府中市

H 22 北区（２） 杉並区 八王子市
日の出町

H 23 墨田区 港区（２） 大田区
豊島区 板橋区 昭島市
調布市 町田市 東村山市
国分寺市 清瀬市

策定年 区市町村名

※網かけは改訂した自治体。（２）は二度目の改訂。

表－４ 東京における緑

の基本計画策定・改訂状況
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 都市計画マスタープラン、緑の

基本計画、農業振興計画など
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 一定の広がりを持った区域 
 農地の割合が概ね 10％以上 
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位置、土地利用の現況、既定計

画との関連、目標、取組方針 
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都 

図－２ 「既存の緑を守る方針」における都と区市町

の役割 

 

 

 緑被データの整備 

 GIS によるベースマップの作成 

 

 特別緑地保全地区の買取補助制度

の創設 

 民間基金と連携した「東京の緑を守ろ

うプロジェクト」の創設 

 「農の風景育成地区」制度の創設 

共通データの作成

確保を支援するしくみづくり 

 

緑の基本計画の将来像 
目標、方針など

目標像を示す

目標像取りまとめ・調整の場の設定

適合 

支

援

適

合

活

用 活

用

都 
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 系統分類図 
 丘陵地・崖線・湧水・河川・水

路・屋敷林・寺社林など 

広域的な緑の資源を提示 

 

 系統ごとに今後 10 年間の「確保地」と「確保候補

地」を示す 

 担保性に応じた制度の水準の提示 

 緑地の位置と面積の提示 

主体として確保する緑地と制度の提示 

既存の緑を守る方針（緑確保の総合的方針）

図－１ 「農の風景育成地区制度」における都

と区市町の役割 
（ⅱ）施策効果を把握可能な適切な指標の設定 

現在の計画で多用されている指標のみでは，特に地域制制度の

効果の把握が十分でない。各制度の効果が評価可能な指標の設定

が必要である。例えば，緑被の現況と施策の範囲を図化し一元化

して見えるようにしたり，施策別・土地所有別の緑被率を計測し

たりするなどのきめ細かい目標・指標の設定が必要である。 

（２）緑の基本計画と都道府県との新たな関係 

 計画の実効性を高めるための都道府県の役割を，事例より以下

４点に整理した。①区市町村の空間的な将来目標像をとりまとめ

広域的な将来像を描く（広域調整），②緑被率調査・データベース

化など基礎的自治体に負担の大きい調査の実施（技術的支援），③

一自治体では緊急対応が難しい緑地の買取の補助など（財政的支

援），④制度の実効性を高める枠組みづくりや運用の助言（制度的

支援）。即ち，広域レベルの空間管理計画以外は，財政や人的資源

などの条件が厳しい区市町村の支援をする役割が重要である。 

（３）緑の基本計画と他制度との関係のあり方 

 本研究を踏まえ緑の基本計画と他制度の関係について展望を述

べる。現在の緑の基本計画は，他の土地利用誘導や都市計画事業

との調整の仕組みがあるが，区市町村は主体的に活用できていな

い。例えば，緑の基本計画は，各種個別計画と並んで区市町村MP

や都市計画MPに適合するものとされ，道路や住宅計画などに対し

ては，計画策定後に届出や協定などで誘導することで調和を促す

にすぎない。今後都市計画制度体系の再構築に合わせ，より実効

性ある空間コントロールを担うためには，事前に緑の基本計画で

将来の目標像を図示し，確保する緑地，緑化推進，都市公園整備

の計画を明示し，地区の全体計画や他の個別計画への適合を促す

ような都市計画制度体系の構築が必要だと考える（図－３）。 
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（特別緑地保全地区・保存樹林等）

開発時に緑地を保全・創出 

（緑化計画書・開発指導等） 

都市公園整

備の計画 

各個別計画 

（住宅・道路・河川等）

緑地整備事業 

（土地区画整理事業等） 

整合 

整合 

適合 

各都市計画施設・面的

整備事業の計画

適合 

適合 

区市町村マスタープラン 

地区の全体計画・土地利用計画 

空間的な将来目標像 

目標像実現のための制度・手段

調和 

緑化の推進

の計画 

確保する緑

地の計画 

都市計画マス

タープラン 

緑の基本計画 

調和 

確保する緑地や緑化すべき地域等を図示。

各計画に反映・調和・適合させる 

反
映 

反
映 

反
映 

調和 

図－３ 緑の基本計画と他制度との新たな関係 
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